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 兼業に該当するもの 該当しないもの 

内
容 

東京大学の業務ではないもので教育や研究内容に関連があ
るもの。報酬の有無にはよらない。 

東京大学の業務（本務）、教育や研
究内容に全く関連がないもの等。 

具
体
的
な
事
例 

●委員会委員（省庁、県や市、財団法人、社団法人等からの
依頼でよくあるもの） 
・検討委員会委員 
・作業部会委員 
・ワーキンググループ委員 
・技術委員 
・諮問委員 
・作業部会主査 
・専門調査員 
・意見書作成 
・外部有識者 
・助成事業・学術賞の審査員、選考委員 
・会議出席（依頼されて専門的立場から意見を述べるもの） 
・委員会座長、委員会幹事 
・試験専門員 
・代議員、評議員 
●非常勤講師等 
・他大学（または東大他学部）の非常勤講師 
・非常勤医師 
●営利企業からの依頼でよくあるもの 
・技術（学術）アドバイザー 
・技術コンサルタント 
・顧問 
・プログラムオフィサー 
・監修協力 
・出版社からの依頼に基づく書籍の執筆 
・対談 
・講演 
●研究機関からの依頼でよくあるもの 
・特別研究員、客員研究員、客員教授、兼任講師、招へい教
員（依頼されて他機関の業務に従事するもの） 

●本務であるもの 
・共同研究のため客員研究員の身
分を取得し、自身の研究（共同研
究）を行う 
・先方からの依頼に基づくもので
はなく、自らの研究遂行のために
他機関の身分を取得し他機関で自
身の研究を行う 
・シンポジウム研究発表 
・研究打合せ 
 
●教育や研究内容に全く関連がな
いもの 
・子の学校の PTA の役員 
・居住するマンションの管理組合
員 
・母校の同窓会の幹事 
 
 
 

学
会
関
係
※
の
事
例 

●役員 
・理事 
・監事 
・会長 
・代表 
●委員 
・委員会委員 

●本務であるもの 
・事務局業務 
・大会運営 
・査読業務 



学
会
関
係
※ 

・編集委員 
・選考委員、〇〇賞委員 
・ワーキング委員 
・運営委員 
・専門委員 

 

例
外 

・所有規模等の条件を超えて不動産等（アパート経営、駐車場等）を所有する場合、兼業申請が
必要です（詳細は総務チームまで） 

※学会関連業務について兼業申請の要否が不明な場合には総務チームまでお問い合わせください 


